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補助金の申請に当たり、下記事項の確認をお願いします。（□にレ点を記入してください。）
□　対象の認可工場の事業が、日本標準産業分類（令和５年総務省告示第２５６号）における製造業であること。
□　省エネルギー診断書に当該生産設備等に関する記載があり、その生産設備等の更新による二酸化炭素の削減効果が１０％以上見込めること又は更新する生産設備等において新規に、東京都知事が指定する都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器若しくは経済産業省・資源エネルギー庁のトップランナー基準を達成する製品であること。
□　更新前と同種の生産設備等に更新すること。
□　５年以上継続して足立区内で使用する見込みがある生産設備等であること。
□　区内で１年以上同一の事業を営む個人又は法人であること。
□　対象の認可工場が、認定申請の日において環境確保条例に基づく工場設置認可を取得していること。
□　当該生産設備等の導入後の工場が、環境確保条例に定める規制基準を満たしていること。
□　住民税、事業税等の諸税を滞納していないこと。
□　補助を受ける事業の内容について、国又は地方公共団体若しくはこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
□　大企業が実質的に当該中小企業者の経営に参画していないこと。
　
上記確認事項に相違はありません。
　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

屋号又は法人名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
登記上の役職名（法人のみ記入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
個人事業主名又は代表取締役名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


